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六
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蟄
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け
い
ち
つ
）

二
十
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日

：

春
分
（
し
ゅ
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ぶ
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土
中
で
冬
ご
も
り
を
し
て
い
た
生
き
物
達
が
目

覚
め
る
頃
。

久
し
ぶ
り
に
感
じ
る
暖
か
さ
に
、生
き
物
は
少

し
ず
つ
動
き
出
し
ま
す
。桃
の
花
が
咲
き
、蝶
が

飛
び
始
め
、徐
々
に
春
め
い
て
い
き
ま
す
。

昼
と
夜
が
同
じ
長
さ
に
な
る
頃
。

桜
が
開
花
し
、本
格
的
に
春
が
到
来
し
ま
す
。

こ
の
時
期
は
入
学
式
や
入
社
式
な
ど
新
生
活
の

始
ま
り
で
変
化
が
多
い
季
節
で
す
。

旧
暦
で
は
、和
風
月
名（
わ
ふ
う
げ
つ
め
い
）と

呼
ば
れ
る
、月
の
呼
び
名
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。

旧
暦
の
季
節
や
行
事
と
合
わ
せ
た
も
の
な
の

で
、現
在
の
季
節
感
と
比
べ
る
と
若
干
の
ず
れ
が

あ
り
ま
す
。

三
月
の
和
風
月
名
は「
弥
生（
や
よ
い
）」

弥
生
は「
弥
生（
い
や
お
い
）」と
い
う
表
現
か
ら

誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
弥
」と
は
い
よ
い

よ
と
か
ま
す
ま
す
と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
生
」は

生
い
茂
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

様
々
な
植
物
が
生
い
茂
る
季
節
と
い
う
意
味
で

弥
生
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
弥
生(

や
よ
い)

の
旬
】

魚
介
類

：
野
菜
類

：

果
実
類

：

目
光
、イ
カ
ナ
ゴ
、赤
魚
鯛

オ
コ
ゼ
、カ
サ
ゴ
、鱚

ホ
タ
ル
イ
カ
、飯
蛸

イ
シ
モ
チ
、桜
鯛

鯉
、サ
ク
ラ
マ
ス

青
柳
、赤
貝

新
玉
ね
ぎ
、大
和
芋

サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
、南
瓜

も
や
し
、土
筆（
つ
く
し
）

セ
リ
、ゼ
ン
マ
イ

ニ
ラ
、わ
ら
び

よ
も
ぎ

苺
、グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ

伊
予
柑
、金
柑
、八
朔

ポ
ン
カ
ン

【
弥
生(

や
よ
い)

の
色
々
】

【
編
集
後
記
】

国
税
関
係
の
納
付
期
限

地
方
税
関
係
の
納
付
期
限

今
月
の
祝
祭
日

三
寒
四
温
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
、暖
か
く

な
っ
て
き
た
か
な
と
思
っ
た
ら
翌
日
に
は
気
温

が
急
降
下
、そ
れ
で
も
少
し
ず
つ
で
す
が
季
節
は

進
ん
で
い
ま
す
ね
。

新
入
社
や
新
学
期
、新
入
社
に
向
け
て
の
準
備
も

そ
ろ
そ
ろ
ス
タ
ー
ト
す
る
季
節
で
す
。

年
度
末
、ラ
ス
ト
一
ヶ
月
、や
り
残
し
が
な
い
よ

う
、後
悔
の
な
い
よ
う
精
一
杯
行
き
ま
し
ょ
う
！

・
令
和
四
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
及
び
納
付
又
は
確
定
損

失
申
告
及
び
総
収
入
金
額
報
告
書
の
提
出（
十
五
日
ま
で
）

・
所
得
税
第
三
期
分
延
納
届
出（
十
五
日
ま
で
）

・
所
得
税
の
青
色
申
告
の
承
認
申
請（
十
五
日
ま
で
）

・
贈
与
税
申
告
及
び
納
付（
十
五
日
ま
で
）

・
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
及
び

納
付（
三
十
一
日
ま
で
）

・
個
人
住
民
税
、個
人
事
業
税
の
申
告
、個
人
の
事
業
所
税
の

申
告
及
び
納
付（
そ
れ
ぞ
れ
十
五
日
ま
で
）

・
春
分
の
日

：

二
十
一
日


